
【協議２】（当日配布）

地域公共交通確保維持事業に係る計画
（案）について

資料２



地域公共交通確保維持事業に係る計画案について

●地域内フィーダー系統（地域間交通ネットワーク（地域間幹線バス系統や

　鉄道など）と接続して支線として運行している地域公共交通）の確保維持

　を目的とした国庫補助金（地域内フィーダー系統補助）を得るために、

　運行回数や輸送人員などの計画を策定し、熊本運輸支局に提出する。

　提出にあたっては、事前に当会議の承認を得る必要がある。

　今回はR8年度事業（R7.10月～R8.9月）の計画について審議していただく。

　

●玉名市が計画に記載する系統は2つ（バス２系統）

　　(1)玉名駅～九州看護福祉大学～新玉名駅　(2)玉名市街地循環線
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地域公共交通確保維持事業 （陸上交通：地域内フィーダー系統補助）

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、幹線バス等の地域間交通ネットワークと密接な地
域内のバス交通・デマンド交通の運行について支援。

○ 補助対象事業者

地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
補助対象系統に係る経常費用から経常収益を控除した額

補助内容

○ 補助率

１／２以内

○ 主な補助要件

市町村等が定めた地域公共交通計画に確保又は維持が必要として掲載され、

・一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、

自家用有償旅客運送者による運行であること

・補助対象地域間幹線バス系統等に接続するフィーダー系統であること

・新たに運行を開始するもの又は公的支援を受けるものであること

・路線定期運行の場合、輸送量が２人／１回以上であること

・経常赤字であること

補助対象系統のイメージ

経常費用

補助対象
経費

経常
収益

欠損

※令和6年度まではバス事業者等も対象

地域をまたがる地域間幹線バス交通
赤字バス系統（地域間幹線補助対象）

Ａ町 Ｂ市

地域をまたがる地域間交通ネットワーク
黒字バス系統・鉄軌道等（補助対象外）

駅

接続

過疎地域等
交通不便地域

接続

地域内のバス交通 ・デマンド（区域）交通 ・乗用タクシー
（地域内フィーダー系統補助対象）

※専ら政令市等が運行支援を行うもの及びその運行区域の全てが政令市等の区域内であるものは除外
※交通不便地域は、地方運輸局長等が指定する地域
※乗用タクシーは、過去に乗合バス事業等による乗合旅客の運送を行っていた地域であって、乗用タクシー以外の輸送手段が無いと地方運輸局長が認めた地域に限る

駅
バス
停
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参考資料

地域公共交通確保維持改善事業費補助金

（地域内フィーダー系統における国庫補助）
・地域内交通の運行に対する国の支援メニュー
・過疎地域等におけるコミュニティバス、デマンドタクシー等の
地域内交通の運行や車両購入等を支援。
・補助要件
補助対象となる幹線バス交通ネットワークを補完するもの。
乗車人員が2人/1回以上であること。
経常赤字が見込まれること 等
・補助額等
補助額：1/2、収支差：経常費用-経常収入

熊本線
（桜町バスターミナル～玉名駅）

荒尾線
（玉名市役所～バスセンター）

申請番号（2）
玉名市街地循環線（8.2キロ循環）
（計画運行日数365日、計画運行回数7,869回）

申請番号（1）

九州看護福祉大学経由玉名駅新玉名駅線（6キロ往復）
（計画運行日数362日、計画運行回数1,849回）

玉名駅前停留所

…フィーダー系統（区域運行）

…接続する地域間幹線系統

…結節点



地域内フィーダー系統補助に関する
年間スケジュール

R7.6 R7.9 R7.10 R7.11

R7.12

～R8.1

R8.3 R8.6 R8.9

R7事業
(R6.10～R7.9)

事業者が
補助金申請

事業評価
事業者へ

補助金入金

R8事業
(R7.10～R8.9)

計画の
認定申請

計画認定

R9事業
(R8.10～R9.9)

計画の
認定申請

計画認定

運行

運行

は玉名市地域公共交通会議で承認後、熊本運輸支局に提出する。
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計画策定と変更について

R6年度事業（R5.10月～R6.9月）の利用実績などをもとに、

バス２系統の運行回数や輸送人員については産交バス本社が積算。

系統のダイヤ改正や増減便などの運行内容の変更を行う場合は

国土交通省へ計画変更の手続きをする必要があるが、

軽微な変更や様式の変更については事務局判断により手続きを行う。
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別 紙
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令和７年 月 日

（名称）玉名市地域公共交通会議

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

本市には、鉄道（JR九州新幹線 1 駅、JR九州鹿児島本線 3 駅）や路線バス等が運行し、市民の日常

生活における移動手段として広く利用されており重要な役割を果たしている。

九州看護福祉大学線については、結節点である JR 玉名駅や JR 新玉名駅と接続しており、市民はも

とより、市外からの通勤通学に多く利用されている。特に、九州看護福祉大学へ向かう学生からのニー

ズは高く、通学に必要不可欠な交通として機能している。

また、玉名市街地循環線は、玉名市中心部の人口集積地を運行する市内完結の路線バスである。

これは、市内移動はもとより、幹線バスや鉄道等の結節点である JR 玉名駅に接続しており、通勤、

通学、買い物、通院等の日常生活において結びつきが強い荒尾市、玉名郡長洲町及び熊本市との移動手

段も確保している。そのため、車を運転できない高齢者等を中心に、生活に必要不可欠な交通として機

能している。

今後、このような幹線と連携した支線的な公共交通を継続的に運行させる必要性が益々高まるが、一

方で運行経費を運賃収入等で賄うことは現実的に困難であり、また市の財政状況を踏まえても市単独

での運行も厳しい状況にあることから、地域公共交通確保維持事業を活用し、持続可能な公共交通サ

ービスの提供を図ることを目的とするものである。

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果

（１）事業の目標

（玉名市地域公共交通計画 P.62 参照）

※収支率については、玉名市地域公共交通計画に記載している基準年度 R4 年度から R10 年度にか

けて 2.1％以上の改善を目標としているため、各年度 0.35％の改善を目標として設定している。

※財政負担額について、R6 年度実績は公共交通計画を策定したことにより国庫補助（フィーダー

補助）が増額されたため前年と比べ減少となっている。R8 年度以降は玉名市地域公共交通計画

に記載の R4 年度数値の維持を目標としている。

※利用者数の(1)九州看護福祉大学経由 玉名駅・新玉名駅線の R6 実績は学生数の減少や学生の自

家用車での通学増を理由に乗客が減少している。翌年度以降の目標については、玉名市地域公共

交通計画に記載している前年度比年 2％増を目標とした数値を設定している。

事業年度 R4

（基準)

R6

（実績）

R8

（目標）

R10

（目標）

収 支 率

（％）

経常収入

/ 経 常 費

用

運行系統名

（申請番号）

(1)路線バス

「九州看護福祉大学経由

玉名駅・新玉名駅線」

38.0 29.2 39.4 40.1

(2)路線バス

「玉名市街地循環線」 18.7 19.5 20.1 20.8

財政負担

額（千円）

運行系統名

（申請番号）

(1)路線バス

「九州看護福祉大学経由

玉名駅・新玉名駅線」

865 896 865 865

(2)路線バス

「玉名市街地循環線」
13,714 4,945 13,714 13,714

利用者数

（人）

運行系統名

（申請番号）

(1)路線バス

「九州看護福祉大学経由

玉名駅・新玉名駅線」

18,877 15,833 16,473 17,138

(2)路線バス

「玉名市街地循環線」
27,935 34,348 35,736 37,179
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※利用者数の(2)玉名市街地循環線については、R5 年度より目標を上回っているため、それ以降の

年度については玉名市地域公共交通計画の年 2％上昇目標を基準とし目標を設定している。

（２）事業の効果

(1)九州看護福祉大学経由 玉名駅・新玉名駅路線を維持することにより、学生の通学に必要な

移動手段が確保される。

(2)玉名市街地循環線を維持することにより、通勤、通学、買い物や病院など日常生活に必要不

可欠な移動手段が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、外出促

進・地域活性化にもつながる。

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体

・地域内交通の利便性向上に向けた再編（玉名市、バス事業者）

利用者や交通事業者の意見を踏まえ、望ましい路線のあり方を検討。〈計画 P.69〉

・バス利用環境の改善（玉名市、バス事業者）

交通結節点である玉名駅を中心に待合環境の改善を検討。〈計画 P.70〉

・「地域公共交通マップ・時刻表」の作成、配布（玉名市、バス事業者）

作成部数 2.000 部。関係機関、希望者等に配布。〈計画 P.72〉

・地域公共交通を身近に感じるための体験・機会の創出（玉名市、近隣自治体、バス事業者）

乗り方教室や「バス無料の日」を実施する。〈計画 P.73〉

・路線バス「九州看護福祉大学線」の充実（玉名市、バス事業者）

JR との接続に配慮したダイヤ改正や増便等をバス事業者・市・大学と協議、実施する。〈計画

P.74〉

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び

運送予定者
地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付。

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

・申請番号（1）

運行経費から経常収入及び国庫補助相当額を控除した額を玉名市と九州看護福祉大学が負担する。

・申請番号（2）

運行経費から経常収入及び国庫補助相当額を控除した額を玉名市が負担する。

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法

収支率や財政負担額、利用者数について、玉名市統計データから数値指標によるモニタリン

グ・評価を実施。

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの運行回

数が３回以上で足りると認めた系統の概要

【地域間幹線系統のみ】

該当なし

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ず

る生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧

【地域間幹線系統のみ】

該当なし
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９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期

及びその他特記事項

【地域間幹線系統のみ】

該当なし

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

【地域内フィーダー系統のみ】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付。

11．車両の取得に係る目的・必要性

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

該当なし

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

（１）事業の目標

該当なし

（２）事業の効果

該当なし

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費用の総

額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国

庫補助金を受けようとする場合のみ】

該当なし

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収支の

改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した利用促進

策）

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

該当なし

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

該当なし

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

（１）事業の目標

該当なし

（２）事業の効果

該当なし

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担額【貨

客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

該当なし
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18．協議会の開催状況と主な議論

【平成 25 年度】

・第 1 回（5 月 30 日）

・第 2 回（6 月 27 日）

・書面協議（7 月 9 日）

・第 3 回（3 月 27 日）

【平成 26 年度】

・第 1 回（5 月 28 日）

・第 2 回（6 月 26 日）

・第 3 回（8 月 28 日）

【平成 27 年度】

・書面協議（4 月 28 日）

・第 1 回（6 月 29 日）

・第 2 回（11 月 6 日）

【平成 28 年度】

・第 1 回（6 月 22 日）

・書面協議（1 月 20 日）

【平成 29 年度】

・第 1 回（6 月 28 日）

・書面協議（1 月 12 日）

【平成 30 年度】

・第 1 回（6 月 28 日）

・書面協議

・第 2回（11 月 28 日）

【令和元年度】

・第 1 回（6 月 24 日）

・第 2 回（1 月 15 日）

【令和 2年度】

・第 1 回（書面協議）

・第 2 回（11 月 27 日）

・第 3 回（書面協議）

【令和 3年度】

・第 1 回（書面協議）

・第 2 回（11 月 10 日）

・第 3 回（書面協議）

【令和 4年度】

・第 1 回（6 月 22 日）

・第 2 回（書面協議）

・第 3 回（9 月 22 日）

・第 4 回（1 月 23 日）

【令和 5年度】

・第 1 回（書面協議）

・第 2 回（書面協議）

・第 3 回（7 月 6 日）

・第 4 回（書面協議）

・第 5 回（書面協議）

・第 6 回（10 月 27 日）

・第 7 回（12 月 22 日）

・第 8 回（書面協議）

・第 9 回（2 月 22 日）

岱明・横島地域予約制乗合タクシー運行実施計画について承認

生活交通ネットワーク計画について承認

岱明・横島地域予約制乗合タクシー運行実施計画

滑石・岱明しおかぜタクシー、大浜・横島いちごタクシーの運行見直し

地域公共交通総合連携計画事業計画、予算、協働推進事業計画認定ほか

地域内フィーダー系統確保維持計画ほか

滑石・岱明しおかぜタクシー、大浜・横島いちごタクシー運行の変更

地域内フィーダー系統確保維持計画変更認定申請

地域内フィーダー系統確保維持計画

路線バスの運行見直し、公共交通空白地域・不便地域の解消に向けた検討ほか

地域内フィーダー系統確保維持計画及び路線バス再編の承認

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価

地域内フィーダー系統確保維持計画（案）の承認ほか

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価

地域内フィーダー系統確保維持計画（案）の承認ほか

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価

公共交通不便地域における移動実態調査の結果ほか

地域内フィーダー系統確保維持計画（案）の承認ほか

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価ほか

地域内フィーダー系統確保維持計画（案）の承認ほか

予約制乗合タクシー運行実施計画（乗降場の設定）の承認ほか

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価ほか

地域内フィーダー系統確保維持計画（案）の承認ほか

バス路線の運行内容の変更ほか

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価ほか

地域内フィーダー系統確保維持計画（案）の承認ほか

バス路線の運行内容変更の承認のほか

バス路線の運行内容変更の承認ほか

予約制乗合タクシー運行実施計画（新たな乗合タクシーの本格運行）の承認ほか

会長・副会長の選任ほか

地域内フィーダー系統確保維持計画（案）の承認

予約制乗合タクシーの運行実施計画（運行区域の拡大）について承認のほか

バス路線の運賃改定ほか

「熊本都市部に帰る均一運賃の設定に係る共同経営計画」に関する意見徴収

玉名市地域公共交通計画（素案）について承認

玉名市地域公共交通計画（案）について承認ほか

予約制乗合タクシーの運行実施計画（運行便の拡大）について承認のほか

玉名市地域公共交通計画について承認ほか
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【本計画に関する担当者・連絡先】

（住 所）玉名市岩崎 163 番地

（所 属）玉名市企画経営部地域振興課

（氏 名）田村 秋美

（電 話）0968-75-1421

（e-mail）chiiki-s@city.tamana.lg.jp

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によらなくて

も差し支えありません。

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。

各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画

を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節のとおり、等

として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、地域公共交通利便

増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当該目標を達成するために

行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るようにして下さい。また、地域公共交

通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出される必要があります）。

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。

【令和 6年度】

・第 1 回（6 月 25 日）

・第 2 回（書面協議）

・第 1 回運賃協議会（10

月 21 日）

・第 3 回（1 月 21 日）

【令和 7年度】

・第 1 回運賃協議会（書面

協議）

・第 1 回（6 月 24 日）

地域公共交通確保維持事業に係る計画について承認ほか

玉名市運賃協議分科会の新設及び規約の制定について承認

「熊本連携中枢都市圏バス・電車無料の日」に係る玉名市街地循環線の運賃に

ついて承認

玉名市地域公共交通計画について承認ほか

「玉名市街地循環線バス無料の日」に係る運賃について承認

地域公共交通確保維持事業に係る計画（案）について

19．利用者等の意見の反映状況

・計画策定の会議に住民代表が参画しており、適宜、意見を聴取し反映。

・主な利用者である学生、教職員等の意見をもとに、定期的に関係者で協議を実施し利用ニーズに合わ

せた運行を実施中。



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） R8年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件（別表
７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

運行系統
地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

往　　6.0　ｋｍ

復　　6.0　ｋｍ

（循環）

　　　8.2　ｋｍ

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

系統
キロ程

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

運
送
継
続
特
例
措
置

産交バス株式会社 (1)
九州看護福祉大学経由
玉名・新玉名駅線

玉名駅前
九州看護福
祉大学前

新玉名駅 362日 1840回 路線定期 ①
産交バス株式会社の地域間幹線系
統である荒尾線、熊本線と玉名駅前
停留所において接続する。

③

産交バス株式会社 (2) 玉名市街地循環線 玉名駅前
築地・玉名市
役所前

玉名駅前 365日 7867回 路線定期 ①
産交バス株式会社の地域間幹線系
統である荒尾線、熊本線と玉名駅前
停留所において接続する。

③

(3) 日 回

(4) 日 回

(5) 日 回

熊本県
玉名市



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。
（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 玉名市

人　口

人口集中地区以外 52,028

交通不便地域等 5,580

人　口 対象地区 根拠法

5,580 旧天水町 過疎法第３条（一部過疎）

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定年
月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

玉名市地域公共交通計画 令和6年3月8日

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。
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内容 2. 玉名市街地循環線等の地域内交通の利便性向上に向けた再編 

地域内交通を維持していくには、

利便性の向上に向けた再編が必

要であるため、利用ニーズに合って

いない路線や運行時間の状況を分

析し、利用者や交通事業者の意見

を踏まえ、望ましい路線のあり方を

検討します。 

鉄道駅や市街地内に立地する九

州看護福祉大学、玉名市役所等を

周遊する路線である九州看護福祉

大学線(玉名駅前～新玉名駅)、玉

名市街地循環線については、国の

地域内フィーダー補助系統補助金

の活用を継続して申請します。 

 

実施主体 玉名市、バス事業者 

実施工程 項 目 
令和６ 
年度 

令和７ 
年度 

令和８ 
年度 

令和９ 
年度 

令和１０
年度 

２．玉名市街地循環線等の地

域内交通の利便性・回遊性

向上に向けた再編 

     

 

【地域内フィーダー補助系統に係る概要整理】 

系統名 起点 経由地 終点 
事業許
可区分 

運行態様 
実施
主体 

補助事業
の活用 

路
線
バ
ス 

⑴九州看護福
祉大学線 

玉名駅前 
九州看護福

祉大学 
新玉名駅 

４条乗合 
路線定期

運行 
産交
バス 

フィーダー
補助 ⑵玉名市街地

循環線 
（右回り・左回り） 

玉名駅前 
玉名市役所

前 
玉名駅前 

  

■地域内フィーダー補助系統-該当路線図 

実施 
検討 

協議 










